
                    
                                  

 資料１  

 

「令和２年度原子力総合防災訓練計画」に対する 

原子力規制委員会の意見について（案） 

 

令和２年１２月２日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

１．経緯 

 原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号。以下「原災法」とい

う。）においては、内閣総理大臣が内閣府令で定めるところにより作成する計画

に基づいて防災訓練を行うものとするとされている（原災法第１３条第１項）。

計画の作成をしようとするときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、原子力規制委

員会の意見を聴かなければならないとされている（原災法第１３条第３項）。 

 内閣府は、「原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設

等に関する内閣府令（平成２４年文部科学省・経済産業省令第３号）」に定める

ところにより令和２年度原子力総合防災訓練計画を作成しようとしており、原

災法に基づき、内閣総理大臣から令和２年１１月２６日付けで意見を求められ

た。 

 

２．意見聴取の内容 

 内閣総理大臣から意見聴取のあった「令和２年度原子力総合防災訓練計画」に

ついては、別添のとおり。 

 本年度の訓練の主な特徴は以下のとおり。 

・ 東北電力株式会社 女川原子力発電所を対象とした訓練 

・ 「女川地域の緊急時対応」に定められた避難計画の検証 

・ 訓練結果を踏まえた教訓事項の抽出、緊急時対応等の検討 

 

３．原子力規制委員会からの回答（案） 

 「令和２年度原子力総合防災訓練計画」について原子力規制庁において内容を

確認した結果、原子力災害対策指針に示した訓練の考え方が適切に反映されて

いると認められることから、別紙のとおり回答することとする。 
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（案） 
 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 内閣総理大臣 殿  

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

令和２年度原子力総合防災訓練計画に関する意見聴取について 
（回答） 

 

 

原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号。以下「原災法」とい

う。）第１３条第３項の規定に基づき、令和２年１１月２６日付け府政原防第８

３３号をもって意見聴取のあった件については、当委員会として、下記のとおり

回答します。 

 
記 

 

 令和２年１１月２６日付け府政原防第８３３号をもって意見を求められた原

災法第１３条第１項の規定に基づく計画については、適当と認めます。 

 

以上 

別 紙 
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【参考】 

 

原子力災害対策指針（平成二十四年十月三十一日）（抄） 

 
第 2 原子力災害事前対策 

（１２）防災業務関係者等に対する教育及び訓練 

原子力災害対策を円滑かつ有効に実施するためには、防災業務関係者は、

常時、各種の緊急対応の発生を想定しつつ自らの業務に習熟することが必要

であり、原子力災害対策に関する教育及び訓練を行うことが重要である。ま

た、教育及び訓練を通じて、組織の風土として「安全文化」を醸成し、これ

を維持・向上していく必要がある。 

その際、原子力事業者においてはその経営陣から現場の職員及び関係者ま

でが、規制機関を中心とする国においてはその職員が、安全を最優先するこ

とを再認識し、組織の「安全文化」への理解とその維持・向上に努力する姿

勢を育成するべきである。 

①  教育 

防災業務関係者に対して、それぞれの責任範囲、任務内容、手順等を理解

させ、特に、原子力発電所施設等においては現場の職員全てに、緊急事態の

通報及びそれに伴う措置に関する対応手順を教えることが必要である。また、

これらの教育については、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立

研究開発法人量子科学技術研究開発機構等の関係指定公共機関が実施して

いる原子力防災に係る研修コースを活用することや原子力災害以外の分野

における緊急事態への対応や他国での実施体制等を学ぶことが有効である。 

②  訓練 

訓練の目的は、想定した状況と実際のオペレーションとの違いを認識する

ことである。訓練を通じて、防災計画、施設・設備・機器の機能、対策の準

備状況、対応者の判断能力等の全体的な実効性を確認するとともに、防災体

制の改善を図ることが必要である。また、防災体制に関しては、複合災害や

広域汚染・長期放出状況においても機能し得るよう整備することが重要であ

る。 

訓練に当たっては、防災活動の各要素の熟練度を高めていくこと、ＰＡＺ

及びＵＰＺ内の住民等も含めた関係者間の連携を確認するための総合的な

防災訓練を行うことが必要である。また、複合災害や過酷事象等の訓練想定

を作成して、可能な限り実地に近い形の防災訓練を行うとともに、様々な事

故を考慮した多面的な訓練を計画することが重要である。さらに、訓練の実
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施後には、その結果を評価して必要な改善を行う等、防災体制の更なる改善

を図ることが必要である。 

なお、訓練の実施に当たっては、原子力災害と一般災害との共通性を踏ま

え、一般の災害対策との連携を図ることにも留意すべきである。 

 

●災害対策基本法（昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号）(抄) 

※原災法第二十八条第一項の規定による読み替え適用後 

（防災訓練義務） 

第四十八条 災害予防責任者（原子力事業者を含む。）は、法令又は防災計画若

しくは原子力事業者防災業務計画（原子力災害対策特別措置法第七条第一項

の規定による原子力事業者防災業務計画をいう。第三項において同じ。）の定

めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者（原子力事業者を含む。）

と共同して、防災訓練を行なわなければならない。 

２～４ 略 

 

●原子力災害対策特別措置法（平成十一年十二月十七日法律第百五十六号）（抄） 

（原子力防災管理者の通報義務等） 

第十条 原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で

定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその

他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、

直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則（事業所外運搬に係る事象の発生の

場合にあっては、内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令）及び原子

力事業者防災業務計画の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣及び原

子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長並びに関係周辺都道府県知

事（事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力

規制委員会及び国土交通大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道

府県知事及び市町村長）に通報しなければならない。この場合において、所在

都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長にその旨を通

報するものとする。 

２ 前項前段の規定により通報を受けた都道府県知事又は市町村長は、政令で

定めるところにより、内閣総理大臣及び原子力規制委員会（事業所外運搬に係

る事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交

通大臣。以下この項及び第十五条第一項第一号において同じ。）に対し、その

事態の把握のため専門的知識を有する職員の派遣を要請することができる。

この場合において、内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、適任と認める職員
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を派遣しなければならない。 

 

（防災訓練に関する国の計画） 

第十三条 第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本

法第四十八条第一項の防災訓練（同項に規定する災害予防責任者が防災計画

又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除

く。）は、内閣総理大臣が内閣府令で定めるところにより作成する計画に基づ

いて行うものとする。 

２ 前項の規定により作成する計画は、防災訓練の実施のための事項であって

次に掲げるものを含むものとする。 

 一 原子力緊急事態の想定に関すること。 

 二 第十条、第十五条及び第二十三条の規定の運用に関すること。 

 三 前二号に掲げるもののほか、原子力災害予防対策の実施を図るため必要

な事項 

３ 内閣総理大臣は、第一項の内閣府令の制定若しくは改廃又は計画の作成を

しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければな

らない。 

 

 

（原子力緊急事態宣言等） 

第十五条 原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合において、原子力

緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況

に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三

項の規定による指示の案を提出しなければならない。 

 一 第十条第一項前段の規定により内閣総理大臣及び原子力規制委員会が受

けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び

測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準とし

て政令で定めるもの以上である場合 

 二 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令

で定めるものが生じた場合 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、

原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示（以下「原子力緊急事

態宣言」という。）をするものとする。 

 一 緊急事態応急対策を実施すべき区域 

 二 原子力緊急事態の概要 

 三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その
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他の者及び公私の団体（以下「居住者等」という。）に対し周知させるべき

事項 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、

前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第二

十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第

一項及び第六項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又

は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するも

のとする。 

４ （略） 

 

（原子力災害合同対策協議会） 

第二十三条 原子力緊急事態宣言があったときは、原子力災害現地対策本部並

びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都

道府県及び市町村の都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部は、当該

原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対

策について相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会を組織するもの

とする。 

２ 当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時以後にお

いて、前項の規定により組織された原子力災害合同対策協議会は、原子力災害

現地対策本部並びに前条第二項の規定により存続する都道府県災害対策本部

及び市町村災害対策本部がそれぞれ実施する原子力災害事後対策について相

互に協力するための組織としてなお存続するものとする。 

３ 原子力災害合同対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

 一 原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員 

 二 都道府県災害対策本部長又は当該都道府県災害対策本部の都道府県災害

対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員で当該都道府県災害

対策本部長から委任を受けた者 

 三 市町村災害対策本部長又は当該市町村災害対策本部の市町村災害対策副

本部長、市町村災害対策本部員その他の職員で当該市町村災害対策本部長

から委任を受けた者 

４ 原子力災害合同対策協議会は、必要と認めるときは、協議して、前項に掲げ

るもののほか、指定公共機関、原子力事業者その他の原子力緊急事態応急対策

又は原子力災害事後対策の実施に責任を有する者を加えることができる。 

５ 原子力災害合同対策協議会の設置の場所は、緊急事態応急対策等拠点施設

とする。 
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●原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する

省令（平成二十四年九月十四日文部科学省・経済産業省令第三号）（抄） 

（防災訓練計画） 

第四条 法第十三条第一項の内閣総理大臣が作成する防災訓練に関する計画は、

法第十三条第二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について毎年度定め

るものとする。 

 一 当該年度において防災訓練の対象となる原子力事業所 

 二 防災訓練を実施する時期 

 三 共同して防災訓練を行うべき災害予防責任者 
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